
【静岡県資料】

第２回持続可能な権利擁護支援モデル事業企画運営会議概要

令和４年８月26日（金）下田文化会館にて第２回持続可能な権利擁護支援モデル事業企画運

営会議を開催した。

法人後見を行っている社会福祉法人を視察し、会議にてその取組内容を報告、社会福祉法人

において法人後見を行う意義、利点、特徴等について説明した。

その後、法人後見研修、受任調整、実務支援のあり方や手法等について協議した。

〇賀茂地区の一番大きい法人が「地域における公益的な取り組み」として法人後見を実施して

いくことを組織決定していただいた。ただ、定款変更できるのが来年6月の理事・評議員会にな

るため今年度は体制整備等を検討、他法人とも調整中

○社会福祉法人内に既にパートナー所属の社会福祉士が在籍している場合は、法人後見専門員

として登録し、今後法人内の法人後見支援員の育成を行う。（市民後見人養成講座修了者の活用

も併せて検討）

法人後見専門員、支援員の育成は、賀茂地区の市民後見人養成講座から必要な科目を受講す

るかたちで行う。（県社協で録画、ＷＥＢ配信等の受講体制を整える）

○受任調整は、賀茂地区の中核機関の受任調整会議において専門職を交えて実施する。

受任調整の際に、監督人やアドバイザー体制についても協議して貰いたい。

〇企画会議ではいわゆる「利益相反（関係性の濫用）」の話題が出た。サービス提供者が限られ

る地域で「単に自法人利用者は不可」でいいのか検討が必要ではないか。との意見も出てい

る。今後検討項目としたいが、厚労省側で何か情報提供していただけるものがあればお願いし

たい。

〇ファンドレイジングの話題が意外と盛り上がった。遺贈の話はたまにあるそうだが、ほとん

どユニセフや日赤となるとのこと。2,000万ぐらいの遺贈があればやれることはかなり出てくる

はず。遺贈にたよるだけのファンドレイジングでは視野が狭いかもしれないが、遺贈先の選択

肢として賀茂地区の権利擁護支援という選択肢を作っていくのは「アリ」だとの意見が出てい

る。

今後の検討項目としていきたい。

課題や検討内容等をとりまとめ、今後の取組みについて整理した上で、今後、静岡家庭裁判

所下田支部を交え、担い手育成、受任調整、支援体制等について協議し、理解を得る予定。



第２回持続可能な権利擁護支援モデル事業企画運営会議

次 第

日時 令和４年８月 26 日（金）

午前 10 時 30 から正午まで

場所 下田市民文化会館小会議室

１ 開会

２ 報告

（１）法人後見事業に関する訪問調査について

①神奈川県厚木市 社会福祉法人敬和会

②神奈川県横浜市 社会福祉法人ぱれっと

（２）第１回実務部会（8/10）の開催について

３ 協議

・賀茂地域における法人後見の実施方法について

（研修・委員会・実務支援のあり方）

・寄附等の活用による資金調達の可能性について

４ 閉会



【資料１】 

法人後見実施２法人訪問調査実施状況 

 
日   時 令和４年 7月 15 日（金） 

会   場 10：00 社会福祉法人敬和会（神奈川県厚木市下萩野 2117-2） 

高齢者生活支援施設けいわ荘施設長 関氏、法人後見センター 法人後見

専門員 畑氏、生活相談員 小泉氏 

 

14：00 社会福祉法人ぱれっと（神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 3-26-14） 

社会福祉法人ぱれっと副理事兼ぱれっと後見センター長金子氏、相談支援

専門員 長谷川氏 

訪 問 先 

対 応 者 県社協 海野権利擁護課長、小澤 

 

 

 

 

 

内

容 

・ 

経

過 

・ 

顛

末 

・ 

所

感 

 

 

 

 法人後見を積極的に行っている神奈川県内の社会福祉法人を訪問し、受任の状況や現状

について聞き取りを行った。本年度権利擁護課では、国の持続可能な権利擁護モデル事業

として賀茂地域を対象に、法人後見を推進する事業を実施している。 

 

１ 両法人に共通している事項等 

・法人後見を始めるきっかけは、利用者と親族間での金銭トラブルに起因する事故が起こ

った。（性善説は成り立たなかった）地域の中で、身寄りのない方が多いため、信頼でき

る人や組織の必要性を感じた。 

・いずれも、核となる牽引役がいる。（畑氏は、元ぱあとなあ経験者、金子氏はぱあとなあ

会員で、三士会とのつながりが深い） 

・組織で「法人後見センター」を確立している。基本、通常業務と兼務している。 

・いずれの法人も受任件数は数件のみ。 

・市社協のバックアップがしっかりしている。 

・神奈川県内は、専門職後見人として行政書士が台頭している。また、横浜市では横浜市

社協が「よこはま法人後見連絡会」を開催している。７法人の NPO や一般社団法人等が

加盟しており、家族会が立ち上げた法人、任意後見を中心に受任する法人など特色を出

している。 

 

２【社会福祉法人敬和会】 

・定款変更について、横浜家庭裁判所厚木支所に相談したところ、定款への（成年後見業

務の）記載は必須ではないとの回答があったため、定款変更を行っていない。 

・職員体制は、主に法人後見専門員と法人後見支援員の２名が中心になっている。その他 

運営管理で施設長や理事長、総務課等が関わっている。 

・受任対象者は、身寄りのない方、財産のない方など規程に盛り込んでいる。できる件数

を受任している。現在高齢者 2件を受任している。（後見報酬は受け取っていない。）職

員は通常業務との兼務をしており、事業開始のために新たに人を雇ったわけではない。 

・法人後見の役割として、地域貢献事業と位置づけ後見報酬が見込めない方の受任を積極

的に行っていく。 

・厚木市社会福祉協議会が成年後見の中核機関を受託しており、中核機関に設置されてい

る委員会で、敬和会の受任の適否についての意見出してもらっている。 

・敬和会内では、法人後見運営委員会（理事長、施設長、顧問弁護士など）が受任の適否

の判断や後見業務監督を行う。直接の金銭管理は、出納責任者（主任）、後見専門員、支

援員が行う。 



３【社会福祉法人ぱれっと】 

・後見業務の職員体制は、主に２名が中心に担っている。副理事長が圧倒的なリーダーシ

ップを発揮し、牽引している。社会福祉法人とは別に、一般社団法人を立ち上げた。 

・受任対象者は、「当法人に係わる人はいっさい受任しない」、そもそも成年後見制度の利

用が必要か、他の施策の可能性はないか、法人後見による後見が適切かなど受任検討委

員会（弁護士、リーガル、ぱあとなあ、横浜市社協他）で審議する。 

・法人後見を行う上で、家庭裁判所が社会福祉法人が適任か否かの視点は①市から社会福

祉法人への監督体制があるか②社会福祉法人として決算や事業報告、理事体制などを開

示しているか ③第三者機関として受任検討委員会がある ④損害賠償保険に入って

いる（東京海上日動）などの点があげられる。 

・現在、受任は４件、高齢２件。高齢２件、知的１件、身体１件。いずれも区役所や地域

包括支援センターからの依頼がある。 

・受任件数は少ないが、関係機関からは成年後見について相談できる場が増えてうれしい

という声がある。 

・法人後見の職員研修は、横浜市社会福祉協議会の実施している市民後見人養成講座のプ

ログラムの中から必要な項目を受講している。 

 

 

＜所感＞ 

いずれの法人も、通常業務をこなしながら、成年後見事業を行っているため、できる

範囲でできる限りの件数を受任していた。 

法人後見を行うメリットとして、「法人としての地域からの信頼性があがる」「関係機

関とのつながりができるため、相談できる相手が増える」ことが考えられる。また、今

後、賀茂地域で実施していく上で牽引役として社協やアドバイザー（三士会）の存在は

大きい。 

  会議を重ね、当会から社会福祉法人に成年後見事業を実施する.意義を伝えていきた

い。 
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賀茂地区におけるファンドレイジングについて（案） 

１ 目的、背景 

第二期利用促進基本計画において、総合的な権利擁護支援策の充実を図る。都

道府県単位での新たな取組の検討として『寄付などの活用による多用な主体の

参画の検討』が明記されている。 

【資料７】



 

２ 現状 

〇財産や金銭管理に関わる団体が利用者から寄付を受けることや、法人後見を行っている

団体が被後見人からの寄付を受け取ることは、できない。（省略）一方で、利用者などの

本人が身寄りのない方のために自分の財産を役立ててほしいという話が各地である 。ど

うしたらこの本人の意思を尊重できるか、また寄付を受けることで今の支援が悪い方に

向かわないかを考える必要がある。（厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利

用促進室川端専門官 2022年 7月21日長野県権利擁護支援ファンド第１回専門委員会メ

モより抜粋） 

 

〇子供世代が地域外に出て行ってしあうため、家族相互補完機能が低下 

〇高齢化がピークを迎えており、認知力が低下する高齢者も相対的に増加 

〇専門職後見人の数が圧倒的に足りない 

〇地域の共通認識として後見人不足は明確 

⇒持続可能な権利擁護事業を実施するために、財源確保は必死。 

 

 

3 他県との比較 

【長野県】 

 県が県社協に委託し、本年度事業を実施している。事業内容は下記のとおり。 

① 寄付の受入れ体制構築に向けた検討会の開催 

② 利益相反を防止する資金配分方法の検討会の開催 

③ 上記①、②を実施するための実態調査やヒヤリングの実施 

④ 寄付金の受入体制及び配分事務に向けた体制構築 

 

長野県社協は、国のモデル事業に関わらず遺贈寄付の受入や分配の仕組みをつくる。長野県

あんしん未来基金を設置する。 

 

 

４ 賀茂地区におけるファンドレイジングを行う意義 

 

〇継続的に、賀茂地域の社会福祉法人等を新たな法人後見の担い手として育成後、

継続して担い手の確保と利用促進を図る。 

〇寄付を活用することで、社会福祉法人の信頼性が担保される。 

〇地域住民や企業等が、権利擁護支援の意識の醸成につながる。参画者の積極性を

生み出す。 

〇公的財源では難しい、対応困難な権利擁護支援の柔軟な対応ができる。 


